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株主優待制度の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、2024 年３月期の株主優待制度（2023 年９月 30 日時点の株主名簿に記載または記録された  

株主様対象）について、内容を一部変更することを決定いたしましたので、以下のとおりお知らせいた

します。 

 

１．変更の理由 

当社は、株主の皆様からの日頃のご支援に感謝するとともに、当社事業活動への理解を一層深めてい

ただきたいとの想いから株主優待制度を設け、当社サービスでご利用いただけるご優待券と株主様専用

WEB サイト「タメニー・プレミアム優待倶楽部」でご利用いただけるご優待ポイントを贈呈してまいり

ました。しかしながら、ご優待ポイントについては費用負担が増加し、2023 年３月期にはご優待ポイン

トに係る費用が約34百万円と、経営成績にも一定程度の影響を及ぼす状況となってまいりました。 

こうした状況を踏まえ、今後の株主優待の在り方について議論を重ねてまいりましたが、中長期的視

点では業績を早期に回復させ成長路線に回帰させることが株主の皆様の利益に資するものであると判断

するに至り、今般、2024年３月期よりご優待ポイントの贈呈を一時的に休止することといたしました。 

なお、2023 年３月期に贈呈いたしましたご優待ポイントのうち未使用分については、2023 年９月 30

日時点の株主名簿に同一の株主番号で記載されている場合に限り、2023 年 12 月上旬（予定）から 2024

年３月31日までの期間で商品交換を行うことが可能であります。 

 他方、ご優待券についても、これまでの利用状況等も踏まえ、下表のとおり変更を行っております。 

 

２．変更の内容 

（変更箇所については下線を付しております） 

 変更前 変更後 

ご優待券 

パートナーエージェント・パートナーエージェントONLINE 

入会時登録料無料優待券×１枚 （注１） 

パートナーエージェント 

入会時登録料無料（30,000円分（税別））優待券×１枚 

スマ婚 

割引優待券50,000円分（税別）×４枚 （注２） 

スマ婚 

割引優待券50,000円分（税別）×４枚 （注２） 

２次会くん 

割引優待券30,000円分（税別）×２枚 （注３） 

２次会くん 

割引優待券30,000円分（税別）×２枚 （注３） 

ウエディングフォト「LUMINOUS」 

割引優待券20,000円分（税別）×１枚 

ウエディングフォト「LUMINOUS」 

割引優待券20,000円分（税別）×１枚 

マネー相談会 

参加無料優待券 × １枚 

マネー相談会 

参加無料優待券 × １枚 

LUMINOUS Les Bijoux（ジュエリー） 

割引優待券30,000円分×３枚（税別） 
廃止 

ご優待 

ポイント 

「タメニー・プレミアム優待倶楽部」で 

ご利用いただけるご優待ポイント 
休止 

（注１）「入会時登録料無料優待券」はパートナーエージェントが入会時登録料30,000円（税別）、パートナーエージェントONLINEが 

入会時登録料10,000円（税別）無料となります。 

（注２）「スマ婚割引優待券」は、税別ご利用金額が50万円以上100万円未満で１枚、100万円以上150万円未満で２枚、150万円以上 

200万円未満で３枚、200万円以上で４枚のご優待券がご利用になれます。 

（注３）「２次会くん割引優待券」は、税別ご利用金額が30万円以上60万円未満で１枚、60万円以上で２枚のご優待券がご利用になれ 

ます。 
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３．株主優待制度の利用方法等 

（１）対象となる株主様 

毎年９月 30 日時点の株主名簿に記載または記録された当社株式１単元（100 株）以上を保有いただい

ている株主様を対象といたします。 

 

（２）株主優待の贈呈時期 

毎年12月上旬を目途に、当社サービスでご活用いただけるご優待券を贈呈させていただきます。 

 

（３）ご優待ポイントの商品交換期限について 

2023 年３月期に贈呈したご優待ポイントの商品交換は 2023 年３月 31 日を期限に終了しております。

但し、2022年９月30日時点と2023年９月30日時点の株主名簿に同一の株主番号で記載されている場合

に限り、ご優待ポイントの繰越しが可能で、その場合の商品交換は 2023 年 12 月上旬（予定）から 2024

年３月 31 日迄となります。なお、2022 年９月末日の権利確定日から 2023 年９月末日の権利確定日の間

で、「株式の全売却」「証券会社の貸株サービスのご利用」「本人以外への名義変更及び相続等」などその

他事由により株主番号が変更された場合、ご優待ポイントの繰越しはできずポイントは失効となります

ので十分にご留意ください。 

以上 

 

（注）上記は発表日現在の情報です。これら情報は流動的な様々な要素を含むものであり、様々な要因により実際の結果

はこれらと異なる場合があることにご注意ください。 

 

 ＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

タメニー株式会社 IR 担当 伊東 

〒141-0032 東京都品川区大崎１-20-３ イマス大崎ビル 

IR 直通：03-6685-2800（平日：10 時～18 時） Mail：ir-contact@tameny.jp 


